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瀬戸市情報公開審査会答申第１８号     

 

１ 審査会の結論 

異議申立人が行った「相談支援事業に係る文書一式（具体的な相談内容含

む）」（以下「本件対象文書」という。）の開示請求に対し、瀬戸市長（以

下「実施機関」という。）が行った一部開示決定は、妥当である。 

 

２ 異議申立人の主張の要旨 

(1) 異議申立ての趣旨 

本件異議申立ての趣旨は、瀬戸市情報公開条例（平成１２年瀬戸市条例

第５号。以下「条例」という。）第３条の規定に基づき、異議申立人が平

成２４年３月２９日付けで行った本件対象文書の開示請求に対し、平成２

４年４月１３日付け２３瀬社第５９３号により実施機関が行った一部開示

決定の処分について、この処分を取り消し、公文書の公開を求めるもので

ある。 

(2) 異議申立ての主たる理由 

異議申立人の主張する異議申立ての主たる理由は、おおむね次のとおり

である。 

ア 条例第４条第２号及び第５号による不開示情報該当性について 

(ｱ) 条例第４条第２号及び第５号に該当しない。  

 

３ 実施機関の説明の要旨 

実施機関の説明はおおむね次のとおりである。 

(1) 条例第４条２号による不開示事由該当性について 

ア 本件対象文書に記載された相談者（当事者との続柄を除く。）、当事

者、家庭環境・当事者の状況の情報は、個人に関する情報であり、特定

の個人を識別できる情報を公にすることにより個人の権利利益を害する

おそれがあるため、不開示情報に該当する。 

イ 本件対象文書に記載された当初相談年月日、今回相談・対応年月日、

相談者（当事者との続柄）の情報は、他の情報と照合することにより、

特定の個人を識別することができる可能性がある情報であり、特定の個

人を識別できる情報を公にすることにより個人の権利利益を害するおそ

れがあるため、不開示情報に該当する。 

(2) 条例第４条第５号による不開示事由該当性について 

ア 本件対象文書に記載された解決事項、相談内容の情報は、審議、検討

又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交

換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の

間に混乱を生じさせるおそれがあるため、不開示情報に該当する。 

 

４ 審査の経過 

当審査会は、本諮問事件について、次のとおり審査を行った。 
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(1) 平成２４年 ５月３１日 実施機関から諮問書を収受 

(2) 平成２４年 ６月２７日 実施機関から理由説明書を収受 

(3) 平成２４年 ９月２８日 実施機関からの説明聴取及び審査 

(4) 平成２４年１０月３１日 審査 

 

５ 審査会の判断の理由 

異議申立人は、実施機関が特定した下記の本件対象文書のうち、実施機関

が条例第４条第２号及び第５号により不開示とした情報については、不開示

事由に該当しないとし、開示することを求めている。 

このことから、当審査会は本件対象文書について、条例第１５条第３項の

規定に基づき一部開示決定等に係る公文書の提示を求め、審査を行った。 

(1) 本件対象文書について 

実施機関が本件対象文書として特定した公文書は以下のとおりである。 

ア 障害者相談支援事業に係る実績報告（ケース記録） 

(2) 不開示情報該当性について 

ア 条例第４条第２号による不開示情報該当性について 

(ｱ) 条例第４条第２号は、個人のプライバシーを保護するため、「特定

の個人を識別できるもの又は特定の個人を識別することはできないが、

公にすることにより、なお、個人の権利利益を害するおそれがあるも

の」が記録されている公文書については開示しないことができると規

定している。つまり、本条例は、個人のプライバシーの具体的な内容

やその保護すべき範囲が、法的にも社会通念上も必ずしも明確でない

ことに鑑み、個人に関する情報に配慮する立場を採っている。 

したがって、「個人に関する情報」とは、氏名、住所をはじめとす

る個人に関する一切の情報をいい、「特定の個人が識別できるもの、

または識別することができることとなるもの」とは、その情報から特

定の個人が識別可能な場合はもとより、他の情報と結び付けることに

より識別できる場合も含むこととしている。 

この条例の趣旨に沿って、実施機関が条例第４条第２号に該当する

として不開示とした箇所について調査し、不開示とされた情報を次の

とおり分類のうえ、審査を行った。 

① 本件対象文書 

a 当初相談年月日 

b 今回相談・対応年月日 

c 相談者（当事者との続柄） 

d 相談者（当事者との続柄を除く。） 

e 当事者（障害等について） 

f 当事者（障害等についてを除く。） 

g 家庭環境・当事者の状況 

 (ｲ) 「a 当初相談年月日」、「b 今回相談・対応年月日」及び「c 

相談者（当事者との続柄）」については、個々の箇所をもって特定

の個人を識別することはできないものの、本件対象文書に記載され



 

 3 / 4 

た他の情報と照合することにより特定の個人が識別されることとな

る情報であり、条例第４条第２号に該当すると認められ、不開示と

した実施機関の判断は妥当である。 

 (ｳ) 「d 相談者（当事者との続柄を除く。）」、「f 当事者（障害

等についてを除く。）」及び「g 家庭環境・当事者の状況」につい

て、これらは公にすることにより特定の個人を識別できる情報であ

ると同時に、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれが

あることから、条例第４条第２号により不開示とした実施機関の判

断は妥当である。 

(ｴ) 「e 当事者（障害等について）」について、これらは公にするこ

とにより特定の個人を識別できる情報であると同時に、公にするこ

とにより個人の権利利益を害するおそれがあることから、条例第４

条第２号により不開示とした実施機関の判断は妥当である。 

イ 条例第４条第５号による不開示情報該当性について 

(ｱ) 条例第４条第５号は、審議、検討又は協議に関する情報について、

未成熟、不確実な情報は誤解や混乱を生じうることから、検討途中

の段階の情報を開示することの公益性を考慮してもなお、開示する

ことにより、公正又は適正な意思決定に著しい支障を生ずるおそれ

のある情報については、不開示とすることを定めたものである。 

 この条例の趣旨に沿って、実施機関が条例第４条第５号に該当す

るとして、不開示とした箇所について審査を行った。 

(ｲ) 「解決事項」及び「相談内容」については、相談支援事業において、

相談や問題解決を適切に行うために、相談を担当する実施機関の職

員、相談担当者等が相談者から情報をできるだけ詳細に聴取するこ

とが前提となっている。そのためには、相談者が自由に相談できる

体制及び環境が不可欠であるので、相談支援事業は、相談者、相談

を担当する実施機関の職員、相談担当者等それぞれの信頼関係を前

提に行われていると認められる。そしてこの信頼関係が損なわれた

場合、相談者が相談を控えたり、相談に際し心理的抑制が働き、実

施機関等が相談者の相談内容等を正確に把握できなくなる等、当該

相談者のみならず一般市民を対象とした、以後の相談支援事業の執

行に著しい支障が生ずるおそれがあることから、不開示とした実施

機関の判断は妥当である。 

   ただし、本件対象文書の審査から不開示とした根拠条文は、条例

第４条第５号に該当するのではなく、条例第４条第６号に該当する

可能性があると判断する。条例第４条第６号は、行政の事務事業の

実施に関する情報で、その性質上、公にすることにより、当該事務

事業を実施する意味を喪失するもの、経費が著しく増大するもの、

特定のものに不当に利益を与えることとなるもの等については、事

務事業の公正又は適正な実施を確保する観点から不開示とすること

を定めたものであり、上記審査から条例第４条第６号に該当するこ

とにより不開示とする判断が妥当であると判断する。 
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６ 結論 

以上のことから、本件については、上記１記載のとおり判断した。 

 

７ 審査会の意見 

  実施機関が公文書の開示を行うにあたっては、原則開示を基本とするもの

であり、その例外として取り扱われる不開示もしくは一部非開示の決定を行

うこととなる。 

  実施機関は、公文書中の定型化された様式、項目等の文言については、原

則公開とするよう改められたい。さらに、条例の趣旨を十分に踏まえ極力開

示できるよう公文書作成等に努められたい。 

  また、条例第４条各号該当性について個々具体的に十分なる検討を行うよ

うに努められたい。 

 


